
平成３０年度 第８回清里区地域協議会次第 

 

日 時：平成３１年１月２２日(火) 

                             午後３時から 

場 所：清里区総合事務所 第３会議室 

 

 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 所長あいさつ 

 

４ 報 告 

○ 総務･地域振興グループ報告事項 

  ・事務事業評価の実施について・・・資料 1・1-2  

 

 

５ 協 議  

(1) 自主的審議事項「中山間地域の振興」について  

 

 

 

(2) 清里区に係る平成３１年度上越市地域活動支援事業の採択方針案について 

・採点による傾斜配分ついて・・・資料 2・2-2  

 

 

  

(3) 平成 30年度地域活動支援事業実績報告会の開催について・・・資料 3  

 

 

 

 

６ その他  

○ 第９回清里区地域協議会の開催について 

 

 

 

７ 閉 会  
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事務事業評価の実施について 

 

１ 目的 

総合計画の施策評価と事務事業評価を組み合わせ、限られた経営資源の範囲内で、政策的視点

から施策の重点化を明確にするとともに、行革的視点から事業の必要性・有効性・効率性を評価

することにより、施策の実現に資する重要な事業を着実に推進しつつ、事業量と業務量の削減を

図るもの。なお、現時点では行政の自己評価にとどまることから、評価結果を見直し案と位置付

け、今後、関係者等への説明や協議を十分に行いながら進めるものとする。 

 ⑴ 財政規模の縮小への備え  … 歳入に見合った歳出規模と業務量への見直し 

 ⑵ 経営資源の最適配分  … 施策評価に基づく施策・事業の重点化 

 ⑶ 最小経費・最大効果の事業執行 … 目的・目標の再確認。事業執行の更なる効率化 

 

２ 対象事業 

⑴ 平成 31年度から平成 34年度までに実施を予定する一般会計及び特別会計（公営企業会計を

除く。）の事務事業 

    ただし、施設の廃止・見直し等については、平成 32 年度末までに個別施設計画を策定する

ため、対象外とする。 

⑵ 予算に計上はないが、一定以上の業務量を要する事務事業 

 

３ 評価の手順 

 ⑴ 施策評価 

   総合計画前期基本計画に基づく 42 の基本施策を構成する 106 の「施策の柱」ごとに、進捗

や課題を考察し、今後 4年間の取組の方向性を明確化した上で、政策的な事務事業の評価に反

映 

⑵ 事務事業評価 

評価段階 評価者 

一次評価 
事業所管課が評価項目（必要性・有効性・効率性）に基づき評価し、

事業の方向性を判断 

事務局ヒアリング 
事務局（行政改革推進課・人事課・企画政策課・財政課）が一次評価に対し

事業所管課へヒアリング 

二次評価 
副市長・教育長・政策監が、一次評価及び事務局ヒアリングによる事業の方

向性に対し政策的視点で評価 

最終評価 市長が二次評価に対し政策的視点で評価 

 

４ 一次評価の評価項目 

評価項目 評価内容 

必要性 
・市民ニーズ（市民の声や要望、対象者数の推移等を検証） 

・行政関与の必要性（市が実施すべき事業か、民間や国県による代替の可否を検証） 

有効性 
・目標の達成状況、進捗状況、主な成果（平成 27年度～平成 29年度）を検証 

・政策間の連携による複数分野での相乗効果を検証 

効率性 

・近隣自治体や類似団体との比較による事業規模・サービス水準を検証 

・民間活力等の活用による事業実施の可否（事業の実施方法を検証） 

・事務の効率化・簡素化（経費削減や事業の整理・統合などの可否を検証） 

・適正な受益者負担（事業費やサービス水準とのバランス、自主財源の確保を検証） 
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５ 評価結果の区分（事業の方向性） 

平成 34年度までの事業の方向性について、次の区分により評価を行う。 

評価区分 内容 

廃止 ・廃止とする事業 

一部廃止 ・事業規模、事業費、対象者等を縮小する事業 

見直し 

・事業の成果・効果を高めるために内容を見直す事業 

・事業の実施主体やサービス提供方法、受益者負担を見直す事業 

・今後の方向性について、制度や計画等を含めて検討する事業 

拡充 ・事業規模、事業費、対象者等を拡充する事業 

完了 ・完了済み又は完了予定の事業 

現状維持 ・そのまま継続して実施する事業 

 

【見直し例】 

 経費が増大する既存事業の見直し 

 事業効果の低い事業の見直し 

 施設の管理運営手法の見直し 

 貸付料の見直し 

 各種手数料、使用料、利用者負担金等の適正化 

 補助金に関する基本方針に基づく、補助金・交付金の見直し 

 子育て、教育関連事業の拡充 

 

６ 評価結果の取扱い 

 ⑴ 評価結果の公表 

・ 評価結果に基づく見直し案を、平成 31年 2月下旬に市ホームページ等で公表 

 ⑵ 評価結果の反映 

・ 評価結果と連動した「財政計画」及び「定員適正化計画」の策定 

・ 評価結果に基づく取組を反映した予算編成の実施（平成 31 年度予算編成作業及び関係者協

議を実施中） 

⑶ 関係者との協議 

・ 事務事業評価は、平成 35年度以降の財政収支の均衡を目指すための行政の自己評価であり、

評価結果を見直し案と位置付け、関係者等への説明や協議を十分に行いながら進める。 

 





 

 

 

 

平成３１年度清里区の採択方針案 

清里区の地域課題の解決や地域の活性化に取り組む活動を支援します。 

「私たちの地域を、もっと住みやすくする」ために、地域住民等が自主的・主体的に取り組

む、新規性・発展性のある事業を優先して採択します。 

 

１ 地域活動支援事業の目的 

身近な地域における課題解決や地域の活力向上に向け、住民の自発的・主体的な地域活動 

を推進する。 

 

２ 優先して採択する事業 

(1) 地域の健康福祉・青少年の健全育成を図る事業 

(2) 地域の歴史文化・スポーツ活動を図る事業 

(3) 地域の環境改善、景観づくり、自然環境保全を図る事業 

(4) 地域の資源を活かした地域振興及び地域を担う人づくりを図る事業 

(5) 地域の安全・安心を図る事業 

３ その他の事業 

優先して採択する事業以外に、地域の課題を主体的に捉え、広く地域の活性化につながる

事業 

【運用方法案】 

１ 補助率・補助限度額等 

(1) 補助率は、補助対象経費の 100％以内とし、審査の結果、申請金額の減額や補助率を引き下

げる場合がある。なお、備品購入を行う場合は、レンタル等で導入費用を節減できない理由

や、後年度の活用予定、管理体制を明確にした任意の書類を申請時に添付する。 

(2) 補助金額は 1件 5万円以上とする。ただし、千円未満を切り捨てた額とする。 

 

２ 事前相談期間（予定） 

平成 31年 3月 1日（金）から 3月 31日（日）※相談日時の事前連絡 

 

３ 募集期間（予定） 

平成 31年 4月 1日（月）から 4月 26日（金）※提案書提出日時の事前連絡 

 

４ 審査方法及び採択基準 

(1) 書類審査のほか、プレゼンテーションを原則として行う。 

(2) 基本審査、採択方針の審査は、地域活動支援事業の目的、清里区の採択方針それぞれにつ

いて、審査する委員の過半数が「不適合」とした場合は不採択とする。 

(3) 共通審査基準は、各項目それぞれ 5点満点とし、傾斜配点はしない。 

(4) 共通審査基準を審査する委員全員の合計点の平均点が 15点未満の場合は不採択とする。 

(5) 採択すべき事業及び補助金額は、共通審査基準の評点の高いものから順に採択する。 

【変更案】 

(4) 共通審査基準を審査する委員全員の合計点の平均点が 15点未満の場合は不採択とし、15点

以上 20点未満の場合は、補助希望額に 9/10を乗じた額を補助金額の上限額とする。 
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補助金
希望額

上　限
補助率

補助金
上限額

補助金
希望額

上　限
補助率

補助金
上限額

補助金
希望額

上　限
補助率

補助金
上限額

補助金
希望額

上　限
補助率

補助金
上限額

25 500,000 100% 500,000 500,000 100% 500,000 600,000 100% 600,000 600,000 100% 600,000

24 500,000 100% 500,000 500,000 100% 500,000 600,000 100% 600,000 600,000 100% 600,000

23 500,000 100% 500,000 500,000 100% 500,000 600,000 100% 600,000 600,000 100% 600,000

22 500,000 100% 500,000 500,000 100% 500,000 600,000 100% 600,000 600,000 100% 600,000

21 500,000 100% 500,000 500,000 100% 500,000 600,000 100% 600,000 600,000 100% 600,000

20 500,000 100% 500,000 500,000 100% 500,000 600,000 100% 600,000 600,000 100% 600,000

19 500,000 100% 500,000 500,000 90% 450,000 600,000 100% 600,000 600,000 90% 540,000

18 500,000 100% 500,000 500,000 90% 450,000 600,000 100% 600,000 600,000 90% 540,000

17 500,000 100% 500,000 500,000 90% 450,000 600,000 83% 500,000 600,000 90% 540,000

16 500,000 100% 500,000 500,000 90% 450,000 600,000 100% 0 600,000 13% 80,000

15 500,000 60% 300,000 500,000 90% 450,000 600,000 100% 0 600,000 90% 0

5,500,000 5,300,000 5,500,000 5,250,000 6,600,000 5,300,000 6,600,000 5,300,000

採択数 11 採択数 11 採択数 9 提案数11 採択数 10

0 50,000 0 残額 0

補助金
希望額

上　限
補助率

補助金
上限額

補助金
希望額

上　限
補助率

補助金
上限額

補助金
希望額

上　限
補助率

補助金
上限額

補助金
希望額

上　限
補助率

補助金
上限額

25 500,000 100% 500,000 500,000 100% 500,000 600,000 100% 600,000 600,000 100% 600,000

24 500,000 100% 500,000 500,000 100% 500,000 600,000 100% 600,000 600,000 100% 600,000

23 500,000 100% 500,000 500,000 100% 500,000 600,000 100% 600,000 600,000 100% 600,000

22 500,000 100% 500,000 500,000 100% 500,000 600,000 100% 600,000 600,000 100% 600,000

21 500,000 100% 500,000 500,000 100% 500,000 600,000 100% 600,000 600,000 100% 600,000

20 500,000 100% 500,000 500,000 100% 500,000 600,000 100% 600,000 600,000 100% 600,000

19 500,000 100% 500,000 500,000 90% 450,000 600,000 100% 600,000 600,000 90% 540,000

18 500,000 100% 500,000 500,000 90% 450,000 600,000 100% 600,000 600,000 90% 540,000

17 500,000 100% 500,000 500,000 90% 450,000 100% 0 90% 0

16 500,000 100% 500,000 500,000 90% 450,000 100% 0 90% 0

15 100% 0 90% 0 100% 0 90% 0

5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,680,000

採択数 10 採択数 10 採択数 8 提案数 8 採択数 8

300,000 500,000 500,000 残額 620,000

提案数 11

残額

提案数11

残額 残額

提案 11

提案数 8

残額 残額 残額

補助金希望額が区への配分額を満たさない場合 ②

平成30年度 変更案

合計

平成30年度平均
得点

補助金希望額が区への配分額を超えた場合 ①

補助金希望額が区への配分額を満たさない場合 ①

平成30年度 変更案

採
択

合計

提案数10 提案 10

平均
得点

採
択

【傾斜配分に関する資料】

補助金希望額が区への配分額を超えた場合 ②

　条件：区への配分額を 5,300,000円と仮定する。

変更案変更案 平成30年度
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平成 30年度地域活動支援事業実績報告会の開催について 

 

１ 目 的 

平成 30年度の本事業について、清里区では 1次募集で区への配分額 5,300千円を執行するこ

とができた。しかしながら、年々応募団体が固定化されてきているとともに、提案事業件数も

減少していることから、区民に本事業を広く PRし、事業の積極的活用を促すため地域活動支援

事業報告会を開催する。 

 

２ 開催方法 

  ３月に開催する地域協議会にあわせて開催する。 

 

３ 開催日時 

  平成３１年３月１５日（金）午後２時：地域協議会開会、午後３時：報告会開会 

   

４ 会場 

  清里コミュニティプラザ ３階多目的ホール 

５ 日 程 

【清里区地域協議会】 

14:00 (1) 地域協議会長挨拶 

     (2) 清里区総合事務所長挨拶 

  14:15 (3) 報告 

      ① 総務・地域振興グループ 

      ② 市民生活・福祉グループ 

      ③ 教育・文化グループ 

  14:30 (4) 協議 

       ・自主的審議事項について 

(5) その他 

 ・平成３１年度第１回地域協議会の開催について 

      

14:50 (6) 閉会 

 

＜休憩・席移動＞ 

 

(案) 
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【平成 30年度地域活動支援事業報告会】 

15:00 平成 30年度地域活動支援事業実績報告会  進行：古澤副会長 

      (1) 開会 

(2) 開会挨拶：笹川会長 

  15:10 (3) 事業報告（各団体１事業 10分×9事業＝90分 質疑応答含む） 

① カルタ加美芝居＆坊太郎絵本事業【星ふる清里会】 

② 上越市清里区老人クラブ連合会創立 50周年記念事業【清里区老人クラブ連合会】 

③ 大欅ポケットパーク利用促進事業【岡野町自治会】 

④ 清里区坊ヶ池交流施設活用事業【きよさと観光交流協会】 

⑤ 故郷賛歌「坊ヶ池」の普及活動事業【生の演奏を楽しむ会・in清里】 

⑥ すこやかなまちづくり交流事業【特定非営利活動法人清里まちづくり振興会】 

⑦ 上越・清里の会 30周年記念誌発刊事業【上越・清里の会】 

⑧ 黒保遺跡活用促進事業【馬屋自治会】 

⑨ ありがとう 25周年スターフェスティバル事業【天文指導協力員会】 

  16:40 (4) 平成 31年度地域活動支援事業の概要について 北村主事 

      ※質疑応答 

16:55 (6) 閉会：古澤副会長 

 

６ 開催に向けての取組 

 (1) 開催期日の決定 

      ・第 8回清里区地域協議会 

 (2) 実施団体への依頼 

   ・1月下旬頃、地域協議会長名での依頼 

 (3) 実績報告会用資料（報告書概要版、パワーポイント等）の作成 

   ・事業実績報告書からの転記（事務局作成） 

 (4) 開催周知 

  ① 開催チラシの作成 

・全町内会へ送付（班回覧）・各種団体へ送付・・・3月 1日町内会長便 

・各種団体への開催案内 

  ② 3月 1日町内会長連絡協議会総会・・・開催連絡 

③ 行政無線放送 

 


